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エチオピア連邦民主共和国におけるマールブルグ病の終息について（情報提供） 
 
 

今般、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課より各都道府県

等衛生主管部（局）宛に標記の事務連絡が発出されるとともに、本会宛に周知方

の依頼がございました。 
本事務連絡は、令和 7 年 11 月 26 日付日医発第 1393 号（健Ⅱ）でご案内した

「エチオピア連邦民主共和国におけるマールブルグ病に係る注意喚起について」

につき、42 日間新たな症例が発生していないことを受け、WHO の勧告に基づき、

同国保健省はマールブルグ病の流行終息を宣言したことを周知するものです。 
つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下の郡市区医師会並びに関係医療機関等へのご周知方につきご高配を賜り

ますよう何卒よろしくお願い申し上げます。 



事 務 連 絡 

令和８年１月 29 日 

 

公益社団法人 日本医師会 御中 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

 

 

エチオピア連邦民主共和国におけるマールブルグ病の終息について（情報提供） 

 

 

令和７年 11月 14日、世界保健機関（ＷＨＯ）より、エチオピア連邦民主共和国に

おけるマールブルグ病の発生が報告されたことを踏まえて、「エチオピア連邦民主共

和国におけるマールブルグ病の発生に係る注意喚起について」（令和７年 11月 20日

付け事務連絡）により、対応を依頼していたところです。 

令和８年１月 26日、新たな症例が 42日間発生していないことを受け、ＷＨＯの勧

告に基づき、同国保健省はマールブルグ病の流行終息を宣言しました。今回の流行で

は、最終的に計 19 例（確定例 14 例、可能性例５例。うち死亡 14 例）が報告されま

した。 

つきましては、貴会会員に対し、周知方よろしくお願い申し上げます。 

 



事 務 連 絡 

令和８年１月 29 日 

 

  都 道 府 県 

各 保健所設置市  衛生主管部（局） 御中 

  特  別  区 

 

 

厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課 

 

 

エチオピア連邦民主共和国におけるマールブルグ病の終息について（情報提供） 

 

 

令和７年 11月 14日、世界保健機関（ＷＨＯ）より、エチオピア連邦民主共和国に

おけるマールブルグ病の発生が報告されたことを踏まえて、「エチオピア連邦民主共

和国におけるマールブルグ病の発生に係る注意喚起について」（令和７年 11月 20日

付け事務連絡）により、対応を依頼していたところです。 

令和８年１月 26日、新たな症例が 42日間発生していないことを受け、ＷＨＯの勧

告に基づき、同国保健省はマールブルグ病の流行終息を宣言しました。今回の流行で

は、最終的に計 19 例（確定例 14 例、可能性例５例。うち死亡 14 例）が報告されま

した。 

つきましては、貴管内医療機関に対し、周知方よろしくお願い申し上げます。 

 




